
 

資料３  

太平洋広域漁業調整委員会指示第２９号の 

一部改正について 

 

 

 当委員会では、太平洋クロマグロの管理を進めるため、太平洋広域漁業調整委

員会指示第２９号を発出して「沿岸くろまぐろ漁業」の承認制を実施してきたと

ころであるが、このたび、次の理由により、当該指示第２９号を一部改正する指

示として太平洋広域漁業調整委員会指示第３２号を発出する。 

 

（改正理由） 
 当委員会指示第２９号第１の（２）に定める当該委員会指示の対象漁業を次の

とおり整理するため。 
１ 第１の（２）のホに規定する、特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第

１条第３項の対象漁業の条ずれ整理。 

２ 都道県漁業調整規則に規定する定置網漁業（小型定置、小型定置網、底建網）

を当委員会指示の対象漁業から除外。 

 

（参  考） 

太平洋広域漁業調整委員会指示第２９号の内容 

１．対象 

沿岸くろまぐろ漁業 

２．期間 

平成 30年７月１日から平成 32年６月 30日まで 

 



太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
九
号
の
一
部
改
正
案
（
新
旧
対
照
表
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１

定
義

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
１
）

（
略
）

（
１
）

（
略
）

（
２
）
「
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
」

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
い
ず
れ
に
も
該

（
２
）
「
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
」

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
漁
業
で
あ
っ
て
、
動
力
漁
船
に
よ
り
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ

当
し
な
い
漁
業
で
あ
っ
て
、
動
力
漁
船
に
よ
り
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農

ホ

特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農

林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
大
臣

林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
大
臣

許
可
漁
業
又
は
同
条
第
三
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
漁

許
可
漁
業
又
は
同
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に

業
）

掲
げ
る
漁
業

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

ト

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
県
知
事
が
定
め
る
規

ト

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
県
に
お
け
る
下
欄
に
掲
げ
る
漁
業

則
に
定
め
る
知
事
許
可
漁
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
漁
業

（
イ
）
小
型
定
置
漁
業

（
ロ
）
小
型
定
置
網
漁
業

（
ハ
）
底
建
網
漁
業

（
ニ
）
別
表
１
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
県
に
お
け
る
下
欄
に
掲
げ
る

漁
業

チ

法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
指

チ

（
新
設
）

示
に
よ
る
漁
業
で
あ
っ
て
、
別
表
２
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
県
に
お

け
る
下
欄
に
掲
げ
る
漁
業

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）



附

則
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
十
二
号
）

（
新
設
）

こ
の
指
示
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
別
表
１
）

（
別
表
）

都
道
県
名

漁
業
名

都
道
名

漁
業
名

東
京
都

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

北
海
道

ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業
（
海
区
承
認
）

東
京
都

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
知
事
許
可
）

宮
崎
県

浮
魚
礁
利
用
漁
業
（
海
区
承
認
）

（
別
表
２
）

都
道
県
名

漁
業
名

北
海
道

ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業

宮
崎
県

浮
魚
礁
利
用
漁
業



太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　

 

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会　

会
長　

名

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
１
）
「
太
平
洋
」

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
太
平
洋

（
２
）
「
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
」

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
漁

業
で
あ
っ
て
、
動
力
漁
船
に
よ
り
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

イ

法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁
業

ロ

法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
共
同
漁
業

ハ

法
第
七
条
に
規
定
す
る
入
漁
権
に
基
づ
き
営
む
共
同
漁
業

ニ

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
漁
業

ホ

特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農
林
水
産
省
令

第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
大
臣
許
可
漁
業
又
は
同
条
第
三

項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
漁
業

へ

法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
漁
業

ト

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
県
知
事
が
定
め
る
規
則
に
定
め
る

知
事
許
可
漁
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
漁
業

（
イ
）
小
型
定
置
漁
業

（
ロ
）
小
型
定
置
網
漁
業

（
ハ
）
底
建
網
漁
業

（
ニ
）
別
表
１
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
県
に
お
け
る
下
欄
に
掲
げ
る
漁
業

チ

法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
に
よ
る
漁

業
で
あ
っ
て
、
別
表
２
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
県
に
お
け
る
下
欄
に
掲
げ
る
漁
業

２

操
業
の
禁
止

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
太
平
洋
に
お

い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
３
及
び
４
の
規
定
に

よ
る
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

操
業
の
承
認

（
改
正
案
）



 
（
１
）
こ
の
指
示
の
有
効
期
間
の
開
始
の
日
の
前
日
（
平
成
三
十
年
四
月
三
十
日
）
に
お

い
て
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
五
号
の
３
の
（
１
）
及
び
４
の

（
４
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
現
に
営

ん
で
い
る
者
（
以
下
「
旧
承
認
者
」
と
い
う
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
イ
及
び
ロ
の
条

件
を
満
た
す
者
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
、
太
平
洋
に
お
い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
は
、

使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
平
成
三
十
年
五
月
十
八
日
ま
で
に
申
請
し
て
、
委
員
会
の

承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
実
績
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
有
す
る
こ
と
。 

 

た
だ
し
、
前
段
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
申
請
者
の
所
属
漁
業
協
同
組

合
の
代
表
理
事
組
合
長
等
が
特
に
認
め
る
者
で
、
申
請
者
の
住
所
の
所
在
地
の
都

道
府
県
の
水
産
主
務
課
長
が
、
当
該
都
道
府
県
の
漁
獲
枠
の
遵
守
に
支
障
が
な
い

旨
の
意
見
書
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

ロ 

申
請
者
の
住
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
水
産
主
務
課
長
が
、
国
が
発
出
し
た

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
小
型
魚
の
漁
獲
に
係
る
操
業
自
粛
の
要
請
に
つ
い
て
（
平
成
三
十

年
一
月
二
十
三
日
付
け
二
十
九
水
管
第
二
六
八
七
号
水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通

知
）
に
明
ら
か
に
応
じ
な
い
漁
業
者
で
は
な
い
旨
の
意
見
書
が
あ
る
こ
と
。 

 

（
２
）
平
成
三
十
年
五
月
十
八
日
ま
で
に
旧
承
認
者
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
地
位
を
承
継

し
て
、
太
平
洋
に
お
い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
で
、
当
該

者
の
住
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
水
産
主
務
課
長
に
よ
る
当
該
都
道
府
県
の
漁
獲

枠
の
遵
守
に
支
障
が
な
い
旨
の
意
見
書
が
あ
る
場
合
は
、
旧
承
認
者
に
代
わ
っ
て
、

（
１
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
（
１
）
の
イ

及
び
ロ
の
条
件
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
３
）
（
１
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の

二
に
よ
る
承
認
申
請
書
に
、
漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
謄
本
（
以
下
「
原
簿
謄
本
」
と
い
う
。
）
を
添
え

て
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
、
当
該
申
請
に
係

る
船
舶
に
つ
い
て
、
漁
船
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
旨
の
確
認
を
都
道
府
県
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
原
簿
謄
本
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
４
）
（
１
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
委
員
会
事
務
局
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

４ 

承
認
証
の
交
付
と
変
更
の
承
認 

 

（
１
）
委
員
会
は
、
３
の
（
１
）
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
承
認
者
（
（
２
）
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
承
認
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
現
承
認
者
」
と
い
う
。
）
に

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
承
認
証
を
交
付
す
る
。
（
４
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
す
る

承
認
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
と
す
る
。 



 
（
２
）
現
承
認
者
は
、
承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

別
記
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
三
号
の
二
に
よ
る
変
更
承
認
申
請
書
に
、
現
に
所
持

し
て
い
る
承
認
証
を
添
え
て
、
委
員
会
に
変
更
の
申
請
を
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
３
）
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
申
請
が
船
名
又
は
船
舶
総
ト
ン
数
の
変
更
に
係
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
原
簿
謄
本
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
者

が
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
、
漁
船
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
旨
の
確
認
を
都
道
府
県
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
申
請
に
当

た
り
、
原
簿
謄
本
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
４
）
委
員
会
は
、
現
承
認
者
か
ら
、
当
該
承
認
の
期
間
中
に
、
当
該
承
認
に
係
る
地
位

を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
者
の
住
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
水
産
主
務

課
長
に
よ
る
当
該
都
道
府
県
の
漁
獲
枠
の
遵
守
に
支
障
が
な
い
旨
の
意
見
書
を
添
え

て
当
該
承
認
の
承
継
の
申
請
を
し
た
際
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
５
）
（
４
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
承
継
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様

式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
承
認
申
請
書
に
、
現
承
認
者
が
現
に
所
持

し
て
い
る
承
認
証
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
廃
業
届
及
び
原
簿
謄
本
を
添
え
て
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
、
当
該
申
請
に
係
る
船

舶
に
つ
い
て
、
漁
船
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

旨
の
確
認
を
都
道
府
県
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
申
請
に
当
た
り
、
原
簿
謄
本
の
添
付

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
６
）
現
承
認
者
は
、
当
該
漁
業
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
四
号

に
よ
る
廃
業
届
に
、
現
に
所
持
し
て
い
る
承
認
証
を
添
え
て
、
委
員
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
７
）
（
２
）
及
び
（
４
）
の
申
請
並
び
に
（
６
）
の
届
出
は
、
委
員
会
事
務
局
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

漁
獲
実
績
報
告
書
等 

 

（
１
）
３
の
（
１
）
又
は
４
の
（
２
）
若
し
く
は
（
４
）
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該

承
認
に
係
る
漁
業
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
五
号
の
二
に
よ
る
漁

獲
実
績
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
２
）
３
の
（
１
）
又
は
４
の
（
２
）
若
し
く
は
（
４
）
の
承
認
を
受
け
た
者
で
、
く
ろ

ま
ぐ
ろ
の
養
殖
用
種
苗
を
採
捕
し
た
場
合
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
三
及
び
様
式
第

五
号
の
四
に
よ
る
採
捕
尾
数
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
３
）
（
１
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法

律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
七
条
第
三
項
に
定
め
る
採
捕
の
数
量
が
各

都
道
府
県
の
知
事
に
報
告
さ
れ
、
国
に
も
報
告
さ
れ
る
場
合
に
は
、
（
１
）
の
規
定

に
従
っ
て
漁
獲
実
績
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

６ 

承
認
証
の
再
交
付
の
申
請 



 
 

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
亡
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六

号
に
よ
る
承
認
証
再
交
付
申
請
書
を
委
員
会
事
務
局
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

承
認
の
取
消
し
等 

 

（
１
）
委
員
会
会
長
は
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
者
へ
の
対
応
及
び
処
分
方
針
に
つ
い
て
別

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
２
）
委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
承
認
を

取
り
消
す
も
の
と
し
、
当
該
取
消
し
を
受
け
た
者
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
承
認
証
を
委

員
会
事
務
局
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

３
又
は
４
の
申
請
の
際
の
提
出
書
類
の
記
載
内
容
に
事
実
と
異
な
る
こ
と
が
記

載
（
４
の
変
更
に
該
当
す
る
場
合
は
除
く
。
）
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
場
合 

ロ 

法
第
六
十
八
条
第
四
項
で
準
用
す
る
法
第
六
十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
農
林
水
産
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合 

 

８ 

指
示
の
有
効
期
間 

 
 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
三
十
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
七
月
三
十
一

日
ま
で
と
す
る
。 

 

９ 

そ
の
他 

 
 

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

附 

則
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
十
二
号
） 

 

こ
の
指
示
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
１ 

    
 

東
京
都 

都
道
県
名 

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業 

漁
業
名 



別
表
２ 

  

宮
崎
県 

北
海
道 

都
道
県
名 

浮
魚
礁
利
用
漁
業 

ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業 

漁
業
名 
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